通所介護重要事項説明書

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明いたします。

１．施設経営法人

（１）法人名　　社会福祉法人やくも福祉会

（２）法人所在地　　島根県松江市八雲町東岩坂８０６番地

（３）電話番号　　０８５２－５４－２２３３

（４）代表者氏名　　理事長　田邊　亮
（５）設立年月日　　平成５年７月２１日
２．ご利用施設の概要
（１）施設の種類　　指定通所介護事業所

平成１２年４月１日指定　３２７１１００２７７
※当事業所は特別養護老人ホームやくも光陽の里に併設されています。

（２）施設の目的　　要介護状態にある高齢者に対し、通所により適正な介護の提供を行う。

（３）施設の名称　　日吉デイサービスセンター

（４）施設の所在地　島根県松江市八雲町東岩坂８０６番地

（５）電話番号　　０８５２－５４－２２２７

（６）ＦＡＸ番号　　０８５２－５４－２２６６
（７）管理者氏名　　田渕美江子
（８）当事業所の運営方針

　　　　　　　　　・要介護者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を行う。

　　　　　　　　　・個別対応を基本とする。

　　　　　　　　　・身体拘束その他行動を制限する行為は行わない（生命等に危険を及ぼす場合を除く）

（９）開設年月　　平成１２年４月１日

（10）利用定員　　２０人（総合事業の利用者を含む）
３．事業実施地域及び営業時間

（１）通常の事業の実施地域　　八雲町
（２）営業日及び営業時間

	営業日　　　　　　　　月曜日～金曜日（除１２月３０日～１月３日）
サービス提供時間　　　９時３０分～１６時３０分


４．職員の配置状況

　当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

	職種
	配置人員
	業務

	１．管理者
	１名
	従業者及び業務の管理、関係機関との連絡調整

	２．介護職員
	4名以上
	利用者の日常の介護

	３．生活相談員

（管理者の兼務）
	２名(兼)
	利用申込調整、生活相談等

	４．看護職員
	１名
	日常の保健、衛生及び家族との連絡調整

	５．機能訓練指導員
	１名（兼）
	機能訓練に関すること


　　　　　
〈主な職種の勤務体制〉

	職種
	勤務体制

	１．生活相談員
	勤務時間　８：３０～１７：３０

	２．看護職員（兼務機能訓練指導員）
	勤務時間　８：３０～１７：３０

	３．介護職員
	勤務時間　８：３０～１７：３０


５．施設が提供するサービスと利用料

（１）介護保険の給付の対象となるサービス

〈サービスの内容〉

①食事

・食事内容…栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体状況および嗜好を考慮した食事を提供します。

・食事時間…１２：００～

②入浴

・入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。

③排泄

・排泄の自立を促すため、利用者の身体的能力を最大限活用した援助を行います。

　④送迎

　⑤機能訓練
　・日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。

　⑥口腔機能向上

　・口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃の指導、実施又は、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導等を行います。
〈サービス利用料（１回あたり）〉（契約書第６条参照）

別紙料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービスの利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払下さい。
☆　サービスの利用金額は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。
☆　介護サービス費の自己負担額は、「介護保険負担割合証」の「利用者負担の割合」に記載の割合に基づき決まります。
· ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険料から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

· ご利用者に提供する食事の提供に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照）

· 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。

· 毎月ご利用初回時に最新の介護保険者証をご提示下さい。
（２）介護保険の給付対象とならないサービス

〈サービスの概要と利用料金〉

①食費（食材料費、調理にかかる費用）

ご利用者に提供する食事にかかる費用です。

料金：１回あたり７３０円

· 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前までにご説明します。
（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照）

前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し請求し、翌月２７日に、ご指定の預・貯金口座から自動引き落としとさせていただきます。ただし、２７日が土曜・日曜日の場合は、翌営業日となります。

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照）

○長期に亘って利用がない場合、契約期間満了前に事業者より意志の確認をとり、契約を終了することが出来ます。

○サービス利用料金の支払が３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告にもかかわらず、１０日以内に支払われない場合は、利用を中止する場合があります。

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施の前日までに事業者に申し出てください。

○通所介護サービスの利用を休まれる場合は、出来るだけ前日までにご連絡下さい。
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
６．緊急時の連絡について（契約書第１１条参照）

（１）通常の利用にあたっては、連絡帳により行います。

（２）利用者の体調等に急変の場合には、あらかじめ届出のあった連絡先に、出来る限り速やかに連絡します。

７．個人情報の収集及び照会について（契約書第８条参照）

　事業者は、必要に応じて、居宅介護支援事業所又は他のサービス機関及び主治医に心身状況についての情報の収集及び照会をします。

８．苦情の対応について（契約書第１２条参照）

（１）当事業所における苦情の対応

　　○苦情受付窓口（担当者）　管理者　　　田渕美江子
受付時間　　　毎週月曜日～金曜日

電　　話　　　０８５２－５４－２２２７

Ｆ Ａ Ｘ　　　０８５２－５４－２２６６

また、苦情受付ボックスをホールに設置しています。

　　○苦情解決責任者　　　理事長　田邊亮
　　○苦情解決第三者委員　元八雲支所健康福祉課長（神職）　平林　茂
　　　　　　　　　　　　　元八雲村議員・八雲社協監事　　　　森山　信雄

受け付けた相談事項については、担当者と責任者とで協議し、さらに必要に応じて第三者委員と検討し回答いたします。

（２）苦情解決までの流れ
利用者（苦情申出人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓＜苦情の申出＞

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情受付担当者

（苦情解決責任者及び第三者委員に報告する際、主観を交えず、事実を正確に伝えます。）


＜第三者委員への報告は苦情申　↓　　　　　　　　　　↓＜苦情内容の報告＞
出人が承諾した場合のみ＞　　↓　　　　　　　　　　↓
第三者委員　　　　　苦情解決責任者
↓

	苦情申出人と苦情解決責任者による話合いを行います。

（必要によっては第三者委員の立会い、助言を求めます。）


↓

	苦情解決責任者は話合いにより、苦情申出人に約束した改善事項および改善結果を苦情申出人と第三者委員に報告します。


↓

	話合いの結果が不調に終わり、事業者での解決が困難な場合は、島根県運営適正化委員会に申出することができます。


（３）行政機関等での苦情受付機関
　　　　松江市介護保険課　　　　　電話　０８５２－５５－５６８９
　　　　国民健康保険団体連合会　　電話　０８５２－２１－２８１１

　　　　島根県運営適正化委員会　　電話　０８５２－３２－５９１３

９．事故発生時の対応について

（１）サービスの提供にあたって、事故が発生した場合は、あらかじめ届出のあった連絡先及び関係機関へ速やかに連絡します。

（２）サービスの提供にあたって、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生し、利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償します。
１０．緊急やむを得ない場合の身体拘束等の対応について
　　　サービスの提供にあたっては、ご利用者又はその他のご利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合は、別途定める「身体拘束その他行動制限廃止マニュアル」にのっとり対応します。
１１．第三者評価の実施について
　　　高齢者福祉サービス事業所における第三者評価は、実施しておりません。
令和　　年　　月　　日

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

（事業者）所在地　島根県松江市八雲町東岩坂８０６

　　　　　　　　　　　　名　称　日吉デイサービスセンター

　　　　　　　　　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　私は、契約書及び本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受けるとともに、指定通所介護サービスの提供開始及び個人情報の使用について同意しました。

（利用者）住所

　　　

　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

上記代理人（代理人を選任した場合）

　　　　　　　　　　　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　（利用者との続柄　　　　　　　）
　　　　　　（家　族）住所

　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　（利用者との続柄　　　　　　　）
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